
飲酒について 

一般利用団体の皆様へ 

熊本県立あしきた青少年の家      

 

日ごろからあしきた青少年の家をご利用いただきありがとうございます。 

これまで本所では、原則、飲酒を禁止しておりましたが、下記の飲酒のルール（以下「ルール」）を

ご理解・順守していただける団体については飲酒を許可することにいたしました。 

つきましては、ルールを確認していただくとともに、飲酒を希望される場合は誓約書に必要事項を記

入していただき、申請書類と併せてご提出ください。 

 なお、他団体との調整がつかず、飲酒をお断りする場合がありますことを申し添えます。 

記 

１ 飲酒場所 

  食堂または和室研修室 

２ 飲酒時間 ※下記のいずれかをお選びいただき、チェック(☑)をお願いいたします。 

  □食堂：利用者の夕食終了後～２１時   □和室研修室：２１時～２２時３０分 

３ 留意点 

（１） 何らかの不慮の事態が発生した場合に対応できるようにハンドルキーパー等を設けて実施し

てください。また、高校生以下の利用者を含む団体については、利用者の見守りの方を設け

てください。 

（２） 大声でしゃべるなど、他団体に迷惑となるような行為は控えてください。 

（３） アルコール等の持ち込みはできません。別紙注文表にてご注文の上、当日現金支払いもしく

は後日振り込みにて代金をお支払いください。 

(お問合せ先 あしきた青少年の家食堂：０９６６－８２－３７９９) 

（４） 簡単なオードブル等は、食堂へ１週間前までに事前注文してください。なお、乾き物の持ち

込みは可能です。また、氷が必要な場合も事前に注文してください。 

（５） 懇親会にて出たごみはこちらで回収いたしますが、ごみを捨てられる際は、分別にご協力く

ださい。また、残った酒類、オードブル等の食堂からの持ち出しはできません。 

（６） 調理場への立ち入りは、固くお断りします。 

（７） 飲酒場所は、入所者の皆様が利用する場です。次の方が気持ちよく利用できるように後片付

けをお願いします。 

（８） このルールを貴団体のすべての関係者に周知してください。 

令和 8年 3月 

誓約書 

上記ルールを順守したうえで、飲酒を行うことを誓約します。 

年  月  日 

団体名 

代表者氏名 

連絡先 



 


